
令和 7 年度２回 江戸川区労働報酬等審議会 議事概要 

 

１ 日 時 令和７年１２月１７日（水） 午前 10 時から 

 

２ 場 所 江戸川区役所 労働報酬等審議会室 

 

３ 出席者 【委員】横山会長、中里会長代理、森本委員、内海委員、平野委員、 

釜谷委員 

      【区側】総務部長、契約課長ほか契約係職員２名 

 

４ 会議概要 

・ 業務委託契約・指定管理協定について、同一労働・同一賃金の考え方に基づく現

年度の労働報酬下限額を基準として、給与等の決定に係る各種指標等を勘案して算

出することとし、令和８年度の労働報酬下限額を 1,４８０円／時間とする旨、諮問

を行った。 

・ 諮問書及び第１回審議会での意見等を踏まえて、令和８年度労働報酬下限額につ

いて、答申を行った。 

 

５ 議事要旨 

・ 諮問書及び答申案について、反対意見はなく、その他の意見もなかった。 


